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１．１ 長野市のケース

（１）廃棄物会計の利用目的

・ 長野市では、長野市廃棄物減量等推進審議会にて、「家庭系一般廃棄物（家庭ごみ）

処理の排出者負担のあり方」について検討を行い、長野市のごみ処理の現状や課題

を踏まえ、これまでの「ごみ指定袋実費負担制度」に変わる制度として「家庭ごみ

の有料化の制度」を構築する必要があるとの結論に達した。

・ 有料化制度の中で市民が負担する手数料の設定にあたっては、現状のごみ処理コス

トを把握する必要があるため、長野市廃棄物減量等推進審議会 ごみ処理コスト等

調査専門部会（以下、専門部会）にて、ごみ処理に係る人件費や減価償却費、需用

費、役務費等の経費に加えて減価償却費や借入れに伴う公債利子等も考慮するとい

う方向で審議を行ったところ、「市民からの質問に耐え得るよう、コストとして何

を含み、何を除外するかを決めた新しい体系的なものが必要ではないか」との指摘

を受けた。

・ 長野市では、これまで全国都市清掃会議の「廃棄物処理事業原価計算の手引」に基

づき原価計算を行ってきたが、手引きの策定年次が昭和５４年と古いこと、廃棄物

種類別の算定が必要であること等の理由から、環境省が策定した標準的なコスト算

定基準である「一般廃棄物会計基準」に基づき、ごみ処理コストを計算することと

した。

（２）廃棄物会計の利用経緯・実態

・ 長野市では、上記目的のため、環境省「一般廃棄物会計基準」に基づきごみ処理コ

ストを計算し、有料化手数料設定の根拠とすべく、その結果を専門部会に説明資料

として提出している。以下、専門部会での配布資料に基づき、利用実態を整理する。

①全国都市清掃会議「廃棄物処理事業原価計算の手引」と環境省「一般廃棄物会計基準」

の比較

・ 全国都市清掃会議「廃棄物処理事業原価の手引」と環境省「一般廃棄物会計基準」

では、原価の算出方法等の考え方に異なる部分がある。長野市では、両手法の相

違点を説明するため、２つの手法の比較表を作成している。次ページに専門部会

配布資料より抜粋した比較表を示す。

・ ２つの手法により算出されたごみ処理コストが異なる可能性があるため、その理

由を説明する際に、この比較表を用いた。
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参考：全国都市清掃会議 廃棄物処理事業原価計算の手引きと環境省 一般廃棄物会計基準の比較（出所：長野市廃棄物減量等推進審議会 ご

み処理コスト等調査専門部会資料）
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②事業別ごみ処理原価参入経費一覧表

・ ごみ処理原価の算定にあたって、部門別（収集運搬、中間処理、最終処分、資源

化、管理、非原価）に「ごみ処理原価参入経費」を一覧表として整理している。

このように、ごみ処理原価参入経費を整理することで、ごみ処理原価の根拠が明

確になる上、どの部門のどの事業にどの程度の経費がかかっているかを俯瞰的に

把握することが可能となる。

・ 単に廃棄物種類ごとの原価を示すだけでは、どの事業にどの程度の経費がかかっ

ているのかを判断することは難しい。特に、廃棄物会計を外部への説明資料とし

て利用する場合、なぜその原価が算出されたのか、算出過程や理由を明確にする

必要がある。

③原価計算結果

・ 「一般廃棄物会計基準」に基づき「可燃ごみ」「不燃ごみ」のごみ処理原価を算

定している。

④手数料の検討材料

・ 「一般廃棄物会計基準」に基づき算出した原価から「ごみ袋１袋あたりのごみ処

理原価」や「１リットルあたりのごみ処理原価」を求め、ごみ処理手数料の検討

材料として利用している。
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参考：平成１８年度事業別ごみ処理原価参入経費一覧表（出所：長野市廃棄物減量等推進審議会 ごみ処理コスト等調査専門部会資料）



1-6

（３）廃棄物会計の留意点

①廃棄物会計利用に係る留意点

＜自治体間比較（外部公表目的）＞

・ 「一般廃棄物会計基準」に基づきごみ処理コストを算出している自治体が少ない

上、ごみ処理有料化の検討材料として用いている自治体がないことから、他の自

治体の状況を参考にすることができなかった。

・ ごみ処理有料化の検討にあたっては、ごみ種別の原価が必要となるため、「一般

廃棄物会計基準」に基づくごみ処理コストの算定が必要となる。ごみ処理手数料

の設定にあたっては、ごみ種別の原価と手数料について他の自治体と比較するこ

とが望ましいが、前述のとおり、比較することができない状況にある。このため、

他の自治体のごみ処理手数料がどのような根拠から設定されているのかを判断す

ることができず、専門部会の委員の理解を得ることが非常に困難であった。また、

他の自治体とのごみ処理手数料の比較ができていないため、住民に手数料の妥当

性を説明することも困難である。

＜住民への説明（外部公表目的）＞

・ 「一般廃棄物会計基準」では、ごみ種別のコストが算出されるが、住民説明に利

用する資料としては若干詳細すぎるきらいがある。住民に説明する際には、ごみ

種別の詳細なごみ処理コストではなく、部門別程度の方が適しているとも考えら

れるため、何らかの工夫が必要であると考えている。

＜全国都市清掃会議「廃棄物処理事業原価計算の手引」と環境省「一般廃棄物会計基準」

によるごみ処理コストの違い（外部公表目的）＞

・ 全国都市清掃会議「廃棄物処理事業原価計算の手引」と環境省「一般廃棄物会計

基準」によるごみ処理コストを比較すると、算定範囲や算出方法が異なることか

ら、違う値となる。

・ このためごみ処理コストを公表する際には、コストが異なっている理由を住民に

説明する必要があるが、算定範囲や算出方法の相違点等の詳細までを理解しても

らうことは困難である。

＜原価の考え方（内部管理目的）＞

・ ごみの排出抑制などにより、ごみの排出量が減った場合は、現状よりもごみ処理

原価は増加してしまう。例えば、現状のごみ処理量あたりの原価のみにて一般廃

棄物処理の効率性等の評価を行うのではなく、ごみ処理施設の処理能力等も考慮

して評価を行うべきである。
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②廃棄物会計作成に係る留意点

＜作成体制＞

・ 「一般廃棄物会計基準」の内容を理解するだけでも相当の時間が必要である。長

野市では、主に市職員２名、清掃センター職員１名の合計３名が財務書類の作成

に関わったが、算定した原価の確認なども含め、合計２～３ヶ月の時間を要した。

また、清掃事業概要などで既に公表されているごみ処理コストとの整合性につい

ては、市の統計担当に確認を依頼した。

＜データの入力＞

・ 「一般廃棄物会計基準」に基づき財務諸表を策定するには、まず、「一般廃棄物

会計基準作成支援ツール」に入力するデータを整備する必要がある。自治体が保

有しているデータは、同基準に入力できるような形式では整理されていないため、

自治体が整理したデータから、入力に必要な数値を抽出したり、加工したりする

必要がある。また整備したデータが清掃事業概要などで既に公表されているごみ

処理コストと合わない場合には、データを精査した上で、その理由を明確にして

おく必要がある。

＜廃棄物会計の算定の範囲＞

・ 廃棄物会計の算定の範囲を判断することが難しい。例えば、長野市を始めとする

雪国では、廃棄物処理施設の維持のため、雪かきなどに係る経費が必要となるが、

これらの費用をごみ処理コストとして計上すべきかどうか、判断に苦慮した（最

終処分場の雪かきに係る費用は、一般廃棄物処理に係わる費用と判断し、ごみ処

理コストとして計上した）。

＜その他＞

・ 公設民営の施設については、市がごみ処理に係わるデータを入手することに手間

がかかるため、通常の施設よりもごみ処理コストの算定に労力を要する。

・ 広域処理の場合、対象施設等が多くなり、入力データが膨大となるため、コスト

算定に労力を要することとなる。



1-8

１．２ 千曲市のケース

（１）廃棄物会計の利用目的

・ 千曲市では、収集運搬を民間業者に委託している。毎年入札にて業者を選定してお

り、委託費は毎年同程度の額である。また中間処理、最終処分は一部事務組合（葛

尾組合：千曲市及び坂城町で構成）に委託している。

・ 千曲市では、住民に対するごみ処理に係る経費の説明責任を果たす必要があると感

じ、「一般廃棄物会計基準」に基づくごみ処理コストの算定を試行した。なお、千

曲市では平成２２年度にごみ処理の有料化を控えており、将来的にはごみ処理手数

料の算定根拠として廃棄物会計を利用する可能性もある。

（２）廃棄物会計の利用経緯・実態

・ 千曲市では、以前からごみ処理コストに関する検討を行ってきた。収集運搬部門の

委託費の妥当性を確認するため、グリッドシティモデル（都市構造が均一で格子状

であるものと仮定し、年間総収集距離を算出する手法）を利用して分析したことも

ある。

・ ごみ処理に係る経費の設定にあたっては、統一的な基準に基づき、原価を算定する

必要があると考えたことから、国に対して基準の作成を要請した経緯がある。

・ 平成１９年６月に環境省より一般廃棄物会計基準が公表され、会計基準の説明会に

参加するとともに、同基準に基づくコスト算定を行った。

・ 参考として千曲市の分別収集区分（表１－２）及びごみ処理フロー（図１－１）を

示す。

表１－２ 千曲市の分別収集区分

出所：千曲市一般廃棄物処理基本計画
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出所：千曲市一般廃棄物処理基本計画

図１－１ 千曲市のごみ処理フロー
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（３）廃棄物会計の留意点

＜ごみ処理システムの評価（内部管理目的）＞

・ 千曲市では、中間処理、最終処分を一部事務組合に委託している。組合を構成す

る市町ごとの処理量として一部事務組合が公表している数値は、各市町が実際に

収集し、一部事務組合へ搬入したごみ量ではなく、一部事務組合の処理量の合計

量を人口按分した値となっており、実際とは異なる数値となっている。

・ 廃棄物会計をごみ処理システムの評価等に利用するには、まずは、毎年、廃棄物

会計基準に基づくごみ処理コストの算定を行い、品目ごとのごみ処理コストの経

年比較を行う必要がある。
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１．３ 四日市市のケース

（１）廃棄物会計の利用目的

・ 四日市市では、事業系ごみの搬入は有料であり、現在の搬入手数料は事業系ごみ１

トンあたり１６，０００円となっている。この料金設定にあたっては、他市町村と

のバランスを考慮し、設定した。

・ 今後、事業系ごみの搬入手数料の見直しの際には、国が定めた標準的な手法である

「一般廃棄物会計基準」で算定したごみ処理原価をごみ処理手数料の根拠として活

用する可能性を検証するため、試行した。

（２）廃棄物会計の利用経緯・実態

①現状の利用実態

・ 四日市市では、全国都市清掃会議「廃棄物処理事業原価の手引」を利用せず、独自

の方法でごみ処理に係る経費を積み上げ、原価を算定していたが、三重県の試行事

業に参加して以来、過去３年間にわたって「一般廃棄物会計基準」に基づく算定を

行ってきた。

・ 同基準に基づく算定値と独自の方法に基づく算定値を比較すると、大きな差がある

わけではないが、値が異なる場合、なぜ異なっているのかを説明する必要がある。

業者への委託費用に関しては誤差を生じないと考えられるため、人件費の配賦方法

の差であると説明している。

・ 参考として、四日市市の分別収集区分（表１－２）、ごみ処理フロー（図１－２）

及びごみ処理経費の推移（図１－３）を示す。
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表１－２ 分別収集区分

出所：四日市市ごみ処理基本計画（平成１６年３月発行)
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出所：四日市市ごみ処理基本計画（平成１６年３月発行)

図１－２ 四日市市のごみ処理フロー

出所：四日市市ごみ処理基本計画（平成１６年３月発行)

図１－３ 四日市市のごみ処理経費
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②今後の利用の方向性

・ 過去３年にわたって「一般廃棄物会計基準」に基づきごみ処理原価等を算定してき

たこともあり、今後は、ごみ処理システムの検討に積極的に活用していきたいと考

えている。廃棄物会計の利用方法としては、以下を検討している。

＜事業系ごみ搬入手数料の見直し＞

・ 「一般廃棄物会計基準」に基づき算定したごみ処理原価等を事業系ごみの搬入手

数料の見直しに活用したいと考えている。

・ 同基準に基づくごみ処理原価はごみ種別に算定されるため、ごみ種別に分析を行

い、手数料の見直しを図りたい。特に焼却灰関連のコストを明確化したい。

＜新たな分別収集方式の検討＞

・ ペットボトルのごみ処理原価を白色トレイの分別収集の検討に利用することも考

えている。

・ 四日市市では、現在、白色トレイの分別収集は行っていない。白色トレイの収集

にあたっては、収集量自体は少ないものの、かさが大きく、単品で分別収集する

と非効率になることから、他の品目と混載して収集することが考えられる。この

ような検討を行う際に、廃棄物会計を利用し、コスト面でも合理的な分別収集の

あり方を検討していきたい。

（３）廃棄物会計の留意点

①廃棄物会計利用に係る留意点

＜市民への説明（外部公表目的）＞

・ 今後、ごみ処理コストを積極的に市民に公表していきたいと考えている。四日市

市廃棄物減量等推進審議会でも「市民のごみ処理コストの負担がどうあるべきか

を検討するため、実態に即したごみ処理コストを市民に提供していくべきである」

との答申が出された。ごみ処理コストについては、市のごみレポート等を通じて

の公表を検討中である。

・ ただし、市民に対してごみ処理コストを公表する際には、市民にとって理解しや

すい数値であることが重要となる。単位ごみ量あたりの原価では市民には理解し

にくい。例えば、市民一人のごみ排出量あたりや標準的な１世帯（４人家族）の

ごみ排出量あたりのごみ処理コストなどに各自治体が工夫して加工することによ

り、電気料金やガス料金のように市民にも理解しやすい数値とする必要がある。
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＜廃棄物種類（内部管理目的）＞

・ 容器包装を中心とした分類であるため、乾電池や金属類などについては、「その

他の資源」としてまとめて入力することになる。

・ 今後、「その他の資源」に分類されている品目の処理のあり方を検討するために

は、乾電池、蛍光管、金属類、廃食油など、個別の品目ごとにコストを算定でき

る仕組みが必要となる。

②廃棄物会計作成に係る留意点

＜作成体制＞

・ 廃棄物会計を経年的に作成するには、廃棄物会計の担当者が異動した際にも、新

たな担当者が廃棄物会計を行うことができる体制が必要となる。

・ 四日市市では、廃棄物会計の算定に使用した数値等について出典が分かるような

形で整理している。この程度の統計データの管理は他部局でも行われているため、

出典さえ明示しておけば、担当者が異動しても廃棄物会計を作成する上で問題と

なることはない。

＜中間処理と資源化の定義＞

・ 「中間処理」と「資源化」の判断を迷うことが多い。四日市市では、焼却灰の処

理を民間業者に委託している。四日市市では、焼却灰の処理は、資源化であると

考え、廃棄物会計の算定にあたっては「燃やすごみの資源化」として計上してい

る。

・ このような判断を各自治体が独自に行ってしまうと他の市町の経費計上の考え方

が異なるため、他の市町村とのごみ処理コストの比較を行うことができなくなっ

てしまうことに留意する必要がある。
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１．４ さいたま市のケース

（１）廃棄物会計の利用目的

・ さいたま市では、事業系ごみの処理を有料化しており、処理手数料は、１０ｋｇあ

たり１７０円である。

・ 今後、事業系ごみの処理手数料の見直しを検討する際の資料として、国が定めた標

準的な手法である「一般廃棄物会計基準」にて算定したごみ処理経費を参考とした

いので、「一般廃棄物会計基準」によるごみ処理経費を試算することとした。

（２）廃棄物会計の利用経緯・実態

①現状の利用実態

・ さいたま市では、従来から独自の方法にてごみ処理経費を算出している。ごみ処理

全般に要する経費を積み上げ、１トンあたり、１人あたり、１世帯あたりのごみ処

理経費を算出し、市民に公表している。

・ 公表しているごみ処理経費は、算入経費や減価償却の考え方がさいたま市独自の方

法であるため、その妥当性を検証する目的で、国が定めた標準的な手法である「一

般廃棄物会計基準」にて、ごみ処理経費の算定を行うこととした。

・ 現在、基準に基づくごみ処理経費の算定を行っている最中で、支援ツールによる入

力・出力内容を精査している段階であるため、現時点では、算定されたごみ処理経

費の活用には至っていない。

・ 参考として、さいたま市のごみ処理フロー（図１－４）及びごみ処理経費（１７年

度）（表１－３）を示す。
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②今後の利用の方向性

＜事業系ごみの処理手数料の見直し＞

・ 「一般廃棄物会計基準」を用いて事業系ごみの処理原価を算出し、事業系ごみ処

理手数料の設定資料として活用していくことを検討している。

・ 他の自治体のごみ処理経費と比較検討するためには、独自の方法ではなく、国が

定めた標準的な手法に基づく算定が必要であると考えている。

＜市民への説明資料としての利用＞

・ 「一般廃棄物会計基準」にて算定したごみ処理コストを市民への説明資料として

利用していきたい。

・ 既に、独自の方法で算定しているごみ処理経費については、これまで、毎年度清

掃事業概要や環境通信等を通じて公表しているが、「一般廃棄物会計基準」が公

表されたことから、同基準に基づきごみ処理経費を算定し、その結果を市民への

説明資料とすべきではないかと考えている。

（３）廃棄物会計の留意点

＜市民への説明（外部公表目的）＞

・ 「一般廃棄物会計基準」にて算定したごみ処理コストを市民への説明用資料とし

て利用していきたいと考えている。

・ ただし、市民に対してごみ処理コストを公表する際には、市民が分かりやすい表

示形式であることが求められる。「一般廃棄物会計基準」に基づき算定された収

集運搬、中間処理、最終処分、資源化といった部門ごとの原価は、市民には詳細

すぎ、理解しづらいと考えている。市民に公表する際には、例えば、「燃えるご

み１トンあたりの処理には○○円がかかっています」のように、ごみ処理全体の

コストを表示するような工夫が必要となる。

＜原価の考え方（内部管理目的）＞

・ ごみの減量化対策などを実施して、ごみの排出量が減った場合、場合によっては

ごみ処理原価が増加してしまう可能性もある。減量化対策等の効果も適切に評価

できるような原価の算定方式を検討する必要がある。

・ 例えば、ごみ処理原価を「ごみ処理を行う上で必ず必要となる固定費用」と「自

治体の取組等によって削減できる変動費用」等に分類して表現すること等が考え

られる。
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１．５ 名古屋市のケース

（１）廃棄物会計の利用目的

・ 名古屋市では､平成１０年度の「ごみ非常事態宣言」以降、循環型社会の実現を目指

して、Reduce（リデュース：発生抑制）、Reuse（リユース：再使用）、Recycle（リ

サイクル：再生利用）の施策を積極的に推進している。

・ これら施策の効果を検証するため、名古屋市では、従来から独自の手法でごみ処理

コストを算定してきた。

（２）廃棄物会計の利用経緯・実態

・ 名古屋市では、独自の手法で算定したごみ処理コストを「ごみレポート」を通じて

公表している。

・ 現状では、「一般廃棄物会計基準」に基づくごみ処理コストの算定は行っていない

が、今後のごみ処理コストについては、同基準に基づき算定を行うことを計画中で

ある。

・ 以下、「名古屋ごみレポート'０５-'０６版」に基づき、ごみ処理コスト等の利用実

態を整理した。

①処理経費の変化

・ 名古屋市では、処理経費を収集処理経費、管理部門経費等、減価償却費等の３つに

分類し、総処理費用とその内訳を整理している（１-２０ページ参照）。

・ 「ごみレポート」では、処理経費が過去と比較して、どの程度変化しているのかを

記述するとともに、処理経費の減少幅が少ない理由等も説明している。

・ また、ごみ処理経費の変化を説明する資料として、収集体制の変化（車両数、収集

人員等）に関するデータも記載している。
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参考：ごみ処理・資源収集等に伴うコスト（出所：名古屋ごみレポート'０５-'０６版）
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②ごみ処理・資源収集等の単価

・ ごみ処理と資源収集に大別して単価を公表している。

・ ごみについては、「収集」、「焼却・破砕等」、「埋立」の３つに分類し、資源に

ついては、「収集」、「選別等」、「容リ協への委託料」の３つに分類し、その単

価を公表している（以下、参照）。

・ 「名古屋ごみレポート」では、資源収集等の経費がごみ処理の経費の約１．５倍で

あること等も説明している。

参考：ごみ処理・資源収集等の単価（出所：名古屋ごみレポート'０５-'０６版）
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参考：ごみ・資源の処理コスト（出所：名古屋ごみレポート'０５-'０６版）

（３）廃棄物会計の留意点

①廃棄物会計利用に係る留意点

＜自治体間比較（内部管理目的）＞

・ 今後、「一般廃棄物会計基準」に基づきごみ処理コストを算定し、自治体間比較

を行っていきたいと考えている。

・ ただし、人口規模や処理システムが類似している自治体同士でごみ処理コストを

比較しなければ意味のない結果となってしまう。このため、例えば、政令指定都

市間や収集運搬方式、処理方式が同様である自治体間で比較を行うことが必要で

ある。
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＜ごみ処理コストの公表（外部公表目的）＞

・ ごみ処理コストの公表について、「ごみ 1kgあたりでは、身近に感じられない。

例えば、ごみ袋 1袋あたりなど、市民に分かりやすい形で公表できないか。」と

いった市民の声をいただいている。

・ 市民が身近に感じることができる公表のしかたを工夫していきたい。

②廃棄物会計作成に係る留意点

＜入力データの収集＞

・ ごみの計量データについては、計量システムにて一元管理してデータを収集して

おり、翌月の上旬には市民に公表している。また、経費については、会計システ

ムで管理している。しかし、両システムは連動しておらず、また、会計システム

が廃棄物会計の算出に適した形式にはなっていないため、入力にあたってはデー

タの収集に手間がかかることが予想される。

③その他

・ 「リサイクルは環境によくない」などの報道がなされ、分別・リサイクルに協力

する市民が混乱している。リサイクルの効果などを的確に把握するため、ＬＣＡ

手法による環境負荷等のデータ整備が必要不可欠である。

・ しかしながら、ＬＣＡについては、いまだ詳細なデータ等が整備されていない状

況にあり、他の自治体、国、企業等とのデータ交流・共有化に努めながら、ＬＣ

Ａの仕組みの確立に貢献していきたい。

・ また、併せて、国に対し、「容器包装のリサイクル過程での環境効果のデータ等

について、市民に分かりやすく提供するなど、市民の環境負荷低減の努力に報い

る措置」について要望を行っているところである。


